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不
正
選
挙
を
訴
え
る
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
支
持
者
ら
が
連
邦
議
会

議
事
堂
に
乱
入
す
る
事
件
を
受
け
、
こ
れ
を
煽
動
し
た
と
し
て
大
統

領
が
史
上
初
と
な
る
二
度
目
の
弾
劾
訴
追
を
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
世

論
は
、
乱
入
支
持
は
少
数
派
だ
が
、
大
統
領
責
任
論
で
は
割
れ
た
。

人
種
や
言
論
規
制
を
め
ぐ
る
派
生
的
な
問
題
で
も
、
分
断
が
複
雑
な

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

議
事
堂
事
件
後
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
支
持
率
は
過
去
最
低
の

二
九
％
を
記
録
し
、
七
〇
か
ら
八
〇
％
台
を
維
持
し
て
い
た
共
和
党

層
の
支
持
率
も
六
〇
％
ま
で
急
落
し
た
（
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
調
査
、
一
月
八
〜
一
二
日
調
べ
）。
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
リ
サ
ー
チ

調
査
（
八
〜
一
三
日
調
べ
）
で
は
、
乱
入
賛
否
は
反
対
八
四
％
（
そ

の
う
ち
「
強
く
反
対
」
七
四
％
）、
支
持
一
二
％
で
あ
る
。
民
主
党

層
で
は
反
対
九
三
％
（「
強
く
反
対
」
九
一
％
）
で
支
持
五
％
だ
が
、

共
和
党
層
は
反
対
七
四
％
の
う
ち
「
強
く
反
対
」
は
五
七
％
に
と
ど

ま
り
、
乱
入
支
持
も
二
〇
％
い
る
。
乱
入
者
の
適
切
な
名
称
を
聞
く

と
、
暴
徒
（
六
四
％
）、
国
内
テ
ロ
リ
ス
ト
（
五
五
％
）、
白
人
至
上

主
義
者（
四
〇
％
）、ア
ナ
キ
ス
ト（
三
四
％
）と
続
き
、愛
国
者（
六
％
）

に
賛
同
す
る
者
は
共
和
党
層
で
も
九
％
し
か
お
ら
ず
、過
半
数
が「
暴

力
的
」、「
非
ア
メ
リ
カ
的
」
と
し
て
い
る
。
乱
入
批
判
に
は
、
お
お

む
ね
超
党
派
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
様
子
が
わ
か
る
。

議
事
堂
乱
入
事
件
を
め
ぐ
る
賛
否
と
弾
劾
の
含
意

　

下
院
は
憲
法
修
正
二
五
条
に
基
づ
く
罷
免
要
求
を
可
決
し
た
が
、

マ
イ
ク
・
ペ
ン
ス
副
大
統
領
が
こ
れ
を
退
け
た
。
修
正
二
五
条
に
よ

北
海
道
大
学
准
教
授

渡
辺
将
人

乱
入
事
件
で
政
治
は
「
ト
ラ
ン
プ
排
除
」
に
舵
を
切
り
、

党
利
・
党
略
を
か
ら
め
な
が
ら
も
復
元
力
を
見
せ
る
。

だ
が
事
件
は
米
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
断
を
明
る
み
に
し
、

民
主
主
義
の
価
値
観
そ
の
も
の
を
揺
る
が
し
て
い
る
。

米
政
治
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
反
応
も
交
え
今
後
を
見
通
す
。

わ
た
な
べ　

ま
さ
ひ
と　

一
九
七
五
年
生
ま

れ
。
博
士
（
早
稲
田
大
学
・
政
治
学
）。 

シ

カ
ゴ
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。 

専
門

は
米
国
政
治
。
テ
レ
ビ
東
京
政
治
部
記
者

（
官
邸
・
外
務
省
）
な
ど
を
経
て
二
〇
一
〇
年

か
ら
現
職
。
一
九
年
よ
り
台
湾
国
立
政
治
大

学
お
よ
び
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
。

近
刊
に
『
メ
デ
ィ
ア
が
動
か
す
ア
メ
リ
カ
』。

議
事
堂
乱
入
が
暴
い
た

米
社
会
に
広
が
る「
亀
裂
」

緊
急
寄
稿
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る
罷
免
は
、
大
統
領
が
健
康
上
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
職
務
遂
行

不
能
に
な
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
措
置
で
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
へ

の
適
用
は
微
妙
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
民
主
党
は
弾
劾
訴
追
に
傾
い

た
。
任
期
切
れ
の
大
統
領
へ
の
弾
劾
は
分
断
を
激
化
さ
せ
る
だ
け
と

の
反
対
論
も
共
和
党
に
は
あ
る
が
、
訴
追
後
の
弾
劾
裁
判
は
退
任
後

も
可
能
で
、
有
罪
確
定
後
に
上
院
で
過
半
数
が
賛
成
す
れ
ば
将
来
的

に
公
職
に
就
く
権
利
も
剥
奪
で
き
る
（
修
正
二
五
条
で
は
阻
止
で
き

な
い
）。
議
会
が
弾
劾
に
時
間
を
費
や
せ
ば
、
閣
僚
の
承
認
遅
延
で

権
力
の
空
白
リ
ス
ク
が
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
連
邦
上

院
選
挙
で
勝
利
し
た
民
主
党
が
上
院
で
も
多
数
派
と
な
る
た
め
、
新

議
会
の
一
月
二
一
日
以
降
は
、
承
認
に
さ
ほ
ど
の
支
障
は
な
い
と
の

見
立
て
も
民
主
党
執
行
部
に
は
あ
っ
た
。

　

民
主
党
主
流
派
に
と
っ
て
ト
ラ
ン
プ
再
出
馬
待
望
論
が
緩
や
か
に

継
続
す
る
こ
と
は
、
党
内
左
派
の
離
反
防
止
に
な
り
、
共
和
党
を
迷

走
さ
せ
る
上
で
も
好
都
合
だ
っ
た
。
し
か
し
、
議
事
堂
突
入
事
件
で

ト
ラ
ン
プ
と
い
う
存
在
は
民
主
党
の
結
束
に
効
く
「
共
通
の
敵
」
の

次
元
を
超
え
、
戦
術
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

上
院
で
一
七
名
の
共
和
党
議
員
が
造
反
す
る
と
有
罪
と
な
る
が
、

共
和
党
の
マ
コ
ー
ネ
ル
院
内
総
務
は
一
度
目
の
弾
劾
と
異
な
り
、
造

反
防
止
の
根
回
し
に
前
向
き
で
は
な
い
。
共
和
党
主
流
派
は
、
偶
然

の
事
件
で
党
内
で
の
ト
ラ
ン
プ
の
影
響
力
排
除
の
気
運
が
生
じ
た
こ

と
に
胸
を
な
で
下
ろ
し
て
い
る
節
す
ら
あ
る
。
筆
者
は
事
件
後
、
両

党
関
係
者
と
網
羅
的
に
意
見
交
換
を
し
た
が
、
共
和
党
主
流
派
か
ら

は
奥
歯
に
物
が
挟
ま
っ
た
物
言
い
が
消
え
、「
ト
ラ
ン
プ
再
出
馬
は

共
和
党
に
マ
イ
ナ
ス
」
と
の
見
解
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　

民
主
党
の
隠
れ
た
狙
い
は
将
来
の
大
統
領
候
補
潰
し
だ
。
バ
イ
デ

ン
当
選
を
追
認
す
る
議
会
投
票
で
反
対
し
た
ト
ラ
ン
プ
派
八
名
の
一

人
で
あ
る
テ
ッ
ド
・
ク
ル
ー
ズ
上
院
議
員
ら
を
追
い
込
む
構
え
だ
。

だ
が
、
大
統
領
の
責
任
論
は
党
派
で
割
れ
て
い
る
。
全
体
で
は
多
大

な
責
任
五
二
％
、
一
定
の
責
任
二
三
％
、
責
任
な
し
二
四
％
だ
が
、

共
和
党
層
で
は
多
大
な
責
任
一
八
％
、
一
定
の
責
任
三
四
％
、
責
任

な
し
が
四
六
％
だ
（
前
出
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
調
査
）。
筆
者
の
聞

き
取
り
で
も
「
彼
は
議
事
堂
内
に
突
入
し
ろ
と
は
言
っ
て
い
な
い
」

と
し
て
煽
動
責
任
を
否
定
す
る
声
が
、主
流
派
内
か
ら
も
聞
こ
え
る
。

事
件
後
も
共
和
党
層
の
六
四
％
が
選
挙
に
不
正
が
あ
っ
た
と
信
じ
て

お
り
、
乱
入
は
と
も
か
く
デ
モ
目
的
に
は
理
解
を
示
す
解
釈
が
共
和

党
内
に
は
確
か
に
存
在
す
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
増
幅
し
た
集
団
心
理

　

事
件
の
犠
牲
者
五
名
の
う
ち
、
銃
弾
を
受
け
た
一
名
の
他
は
心
臓

発
作
、
脳
卒
中
、
圧
死
が
死
因
だ
と
地
元
メ
デ
ィ
ア
は
報
じ
る
。
警

官
の
犠
牲
者
は
消
火
器
で
の
殴
打
と
さ
れ
て
い
る
。
事
件
は
議
会
の
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セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
論
に
も
発
展
し
て
い
る
。
議
会
警
察
は
シ
カ
ゴ
な
ど

犯
罪
多
発
地
帯
の
警
察
と
違
い
、
銃
を
撃
つ
機
会
も
少
な
い
。
９
・

11
テ
ロ
直
後
の
炭
素
菌
騒
動
の
頃
は
厳
重
警
備
で
車
両
の
立
入
禁
止

範
囲
も
広
か
っ
た
が
、
近
年
は
緩
和
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ア
メ

リ
カ
の
議
員
会
館
は
議
員
の
選
出
州
の
州
民
へ
の
開
放
性
を
象
徴

し
、
金
属
探
知
機
の
み
、
事
務
所
照
会
な
し
で
入
れ
る
。
議
事
堂
も

正
面
は
障
害
物
が
な
い
。
む
ろ
ん
、
議
場
の
ほ
か
執
行
部
の
執
務
室

が
あ
る
議
事
堂
（
キ
ャ
ピ
ト
ル
）
に
は
事
前
予
約
が
要
る
。
議
員
会

館
と
地
下
ト
ラ
ム
で
つ
な
が
る
議
事
堂
内
部
は
迷
路
の
よ
う
で
、
筆

者
も
道
順
覚
え
に
苦
労
し
た
。
生
菓
子
の
土
産
が
厳
禁
な
ほ
ど
荷
物

検
査
も
厳
し
い
が
、
当
日
の
警
備
は
デ
モ
対
応
で
、
テ
ロ
対
策
の
意

識
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

米
連
邦
検
察
当
局
は
、
突
入
者
ら
が
議
員
の
拘
束
と
暗
殺
を
計
画

し
て
い
た
証
拠
は
見
つ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
（
一
月
一
七
日
時

点
）、
ど
こ
ま
で
が
平
和
的
デ
モ
の
延
長
に
よ
る
偶
発
だ
っ
た
の
か

詳
細
は
捜
査
中
だ
。
圧
死
と
さ
れ
る
犠
牲
者
も
デ
モ
初
参
加
で
、
本

人
も
暴
力
行
為
に
近
づ
か
な
い
と
家
族
に
約
束
し
て
出
か
け
た
と
い

う
。
勢
い
に
つ
ら
れ
た
の
か
。
一
方
、「
議
事
堂
内
に
入
れ
た
。
革

命
だ
」と
カ
メ
ラ
前
で
興
奮
気
味
に
話
す
別
の
デ
モ
参
加
者
も
い
た
。

　

乱
入
者
は
み
な
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
握
り
し
め
て
い
た
。
撮
影

し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
流
通
さ
せ
る
。
ま
さ
に
、
歴
史
を
メ
イ
キ
ン
グ
す
る

当
事
者
の
高
揚
感
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
確
か
に
ス
マ
ホ
に
よ
る
記
録

行
為
自
体
は
時
代
の
趨
勢
だ
。
香
港
で
も
Ｂ
Ｌ
Ｍ
で
も
、
デ
モ
の
現

場
動
画
を
配
信
し
た
り
、
拡
散
す
る
の
が
常
だ
。
記
録
目
的
以
外
に

も
デ
モ
妨
害
や
過
剰
暴
力
を
抑
止
す
る
効
果
も
あ
る
。
し
か
し
、
議

事
堂
乱
入
事
件
で
は
、こ
れ
が
負
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
。

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
仲
間
に
実
況
し
た
い
心
理
は
、
下
院
議
長
室
侵
入

の
「
記
念
撮
影
」
を
自
慢
す
る
行
為
に
も
至
っ
た
の
で
あ
る
。

人
種
を
め
ぐ
る
亀
裂
へ
波
及

　

事
件
は
人
種
論
争
に
も
飛
び
火
し
た
。
デ
モ
参
加
者
が
黒
人
で
あ

れ
ば
議
事
堂
に
容
易
に
入
れ
ず
、
射
殺
に
よ
る
犠
牲
者
も
多
数
出
て

い
た
は
ず
で
、
白
人
に
警
察
が
甘
か
っ
た
と
の
指
摘
だ
。
他
方
、
略

奪
行
為
も
招
い
た
昨
年
の
反
人
種
差
別
デ
モ
発
端
の
騒
動
と
比
べ
る

と
「
暴
徒
」
の
定
義
が
不
公
平
、
と
の
声
が
保
守
側
に
あ
る
。
ト
ラ

ン
プ
派
で
は
な
い
共
和
党
主
流
派
の
政
治
学
者
も
オ
フ
レ
コ
で
は
そ

う
語
る
。

　

事
態
を
こ
じ
れ
さ
せ
て
い
る
の
は
、
発
砲
し
た
警
官
が
た
ま
た
ま

黒
人
男
性
で
、
撃
た
れ
た
の
が
白
人
女
性
だ
っ
た
こ
と
だ
。
警
官
に

射
殺
さ
れ
た
女
性
は
「
議
長
ロ
ビ
ー
」
と
い
う
下
院
議
長
席
の
真
裏

の
廊
下
前
ま
で
到
達
し
て
、
廊
下
外
の
窓
を
突
破
す
る
た
め
よ
じ
登

ろ
う
と
し
た
瞬
間
に
撃
た
れ
た
。
複
数
の
現
場
動
画
が
ネ
ッ
ト
上
に
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存
在
す
る
が
、
避
難
す
る
議
員
の
目
と
鼻
の
先
ま
で
集
団
は
接
近
し

危
険
な
状
態
だ
っ
た
。
警
告
も
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
至
近
距
離
か

ら
の
射
殺
動
画
の
衝
撃
も
相
ま
っ
て
、
警
官
が
黒
人
で
あ
る
点
に
含

み
を
持
た
せ
た
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
の
発
信
が
拡
散
し
、
黒
人
活
動
家

が
「
黒
人
は
白
人
警
官
に
撃
た
れ
て
も
名
も
無
き
存
在
だ
」
と
Ｓ
Ｎ

Ｓ
上
で
応
戦
し
て
い
る
。

S
N
S
ア
カ
ウ
ン
ト
停
止
問
題
と
言
論
の
自
由

　

さ
ら
に
「
あ
る
意
味
で
は
乱
入
事
件
よ
り
こ
ち
ら
の
方
が
衝
撃
」

と
し
て
物
議
を
醸
し
て
い
る
の
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
社
が
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
停
止
し
た
問
題
だ
。
議
論
は
二
層
構
造
で
あ

る
。
憲
法
修
正
第
一
条
は
政
府
が
言
論
の
自
由
を
規
制
す
る
こ
と
を

禁
じ
る
も
の
で
、
民
間
企
業
に
及
ば
な
い
。
だ
か
ら
ツ
イ
ッ
タ
ー
社

の
決
定
が
修
正
一
条
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
論
的
に
は
別
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
権
威

主
義
体
制
下
の
言
論
封
殺
と
は
質
的
に
次
元
が
異
な
る
。

　

し
か
し
、
言
論
規
制
に
近
い
効
果
を
左
右
で
き
る
怪
物
に
成
長
し

て
い
る
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
に
象
徴
さ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
独

占
と
透
明
性
の
問
題
は
別
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
層
目
の
議
論
だ
。
代

替
的
選
択
肢
が
相
次
い
で
封
鎖
さ
れ
た
「
追
随
」
が
波
紋
を
呼
ん
だ
。

決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
が
多
く
利
用
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ

「
パ
ー
ラ
ー
」
が
ア
ッ
プ
ル
ス
ト
ア
や
グ
ー
グ
ル
、
ア
マ
ゾ
ン
で
入

手
不
能
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
判
断
の
「
一
線
」
の
基
準
は
恣
意
的
で
、

明
確
な
説
明
責
任
も
な
い
透
明
性
の
問
題
も
残
る
。「
煽
動
」
か
ど

う
か
の
判
断
は
企
業
と
し
て
自
由
だ
が
、
他
方
で
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア

が
行
う
編
集
権
の
行
使
で
も
あ
り
、
通
信
品
位
法
二
三
〇
条
で
想
定

さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
逸
脱
し
た
存
在
に
な
る
。
ネ
ッ
ト
上

の
言
論
規
制
に
は
慎
重
な
左
派
議
員
も
、
ト
ラ
ン
プ
に
関
し
て
は
例

外
的
に
厳
し
い
対
処
を
迫
ら
れ
る
こ
と
で
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。　

　

映
画
「
ホ
ー
ム
ア
ロ
ー
ン
２
」
か
ら
ト
ラ
ン
プ
の
出
演
部
分
の
映

像
を
消
去
す
る
案
も
持
ち
上
が
る
な
ど
、
こ
と
ト
ラ
ン
プ
の
扱
い
に

関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
が
大
切
に
し
て
き
た
民
主
主
義
を
自
ら
毀
損

し
か
ね
な
い
沼
に
は
ま
り
か
け
て
い
る
。
マ
ル
コ
・
ル
ビ
オ
上
院
議

員
は
乱
入
事
件
後
の
声
明
で
、
事
件
を
「
国
家
的
な
恥
」
と
断
罪
す

る
一
方
、
こ
れ
が
中
国
や
ロ
シ
ア
を
喜
ば
せ
、
彼
ら
の
ア
メ
リ
カ
衰

退
論
を
幇
助
す
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

　

今
後
の
焦
点
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
獲
得
し
た
七
〇
〇
〇
万
超
の
票
の

ゆ
く
え
だ
。
ど
れ
だ
け
が
ト
ラ
ン
プ
個
人
を
信
奉
す
る
票
で
、
ど
こ

ま
で
が
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
の
政
治
へ
の
賛
同
で
、
ど
の
程
度
今
後
の

共
和
党
に
包
摂
さ
れ
得
る
の
か
。弾
劾
裁
判
の
結
果
と
も
か
ら
ん
で
、

徐
々
に
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
●




